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第 1 募集要項 

1 新規発行債券（ 3 年リ テール債）  

銘 柄         
第 25 回 

大阪府住宅供給公社債券 
（ 愛称「 公社賃貸スマリ オ債」）  

債 券 の 総 額         金 500 百万円 

記名・ 無記名の別         ― 発行価額の総額         金 500 百万円 

各 債 券 の 金 額         10 万円 申 込 期 間         
令和 8 年 6 月 5 日から  
令和 8 年 6 月 15 日まで 

発 行 価 額         
額面 100 円につき 

金 100 円 
申 込 証 拠 金         

額面 100 円につき金 100 円と し 、
払込期日に払込金に振替充当す
る。 申込証拠金には利息をつけな
い。  

利 率         

未定（ 年 1. 500％～年 2. 100％を
仮条件と し、 当該仮条件によ り  
需要状況を勘案し たう えで 2026
年 6 月 4 日に決定する 予定。）  

払 込 期 日         令和 8 年 6 月 16 日 

利 払 日         
毎年 6 月 16 日 
及び 12 月 16 日 

申 込 取 扱 場 所         
別項引受金融商品取引業者の本
店及び国内各支店 

償 還 期 限         令和 11 年 6 月 15 日 振 替 機 関         
株式会社証券保管振替機構 
東京都中央区日本橋兜町 7 番1 号 

募 集 の 方 法         一 般 募 集 

利息支払の方法         

利息支払の方法及び期限 
 ( 1)  本債券の利息は、 払込期日の翌日から 本債券を償還すべき日（ 以下「 償還期日」 と い

う 。） まで付し 、 令和 8 年 12 月 16 日を第 1 回の支払期日と し てその日までの分を支
払い、 その後毎年 6 月 16 日及び 12 月 16 日の 2 回に各その日までの前半箇年分を支
払う 。 なお、 半箇年に満たない期間に対する利息は、 その半箇年の日割をも って計算
する｡ 

 ( 2)  利息を支払う べき日が銀行休業日に当たると きは、 その支払は前銀行営業日に繰り 上
げる。 ただし 、 かかる支払の繰り 上げに関し 、 利息額の調整は行わない｡ 

 ( 3)  償還期日後は、 利息を付さ ない。  

償 還 の 方 法         

1 償還金額 
額面 100 円につき金 100 円 

2 償還の方法及び期限 
 ( 1)  本債券の元金は、 令和 11 年 6 月 15 日にその総額を償還する 。  
 ( 2)  償還期日が銀行休業日に当たると き は、 その支払は前銀行営業日に繰り 上げる。  
 ( 3)  本債券の買入消却は、 払込期日の翌日以降いつでも こ れを行う こ と ができる 。  

担 保         
本債券には担保及び保証は付さ れておら ず、 また本債券のために特に留保さ れている資産は
ない。  

財

務

上

の

特

約 

担保提供制限 

当公社は、 本債券の未償還残高が存する限り 、 当公社が国内で既に発行し た、 又は国内で今
後発行する他の債券（ 以下「 他の債券」 と いう 。） のために担保提供を行わない。 本欄におい
て担保提供と は、 他の債券のために当公社の資産に担保権を設定する場合及び当公社の特定
の資産につき 担保権設定の予約をする 場合並びに当公社の特定の資産につき 他の債券以外
の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう 。  

その他の条項 該当事項なし  
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摘 要         

1 信用格付業者から 提供さ れ、 若し く は閲覧に供さ れる予定の信用格付 
 本債券について、 当公社は株式会社格付投資情報センタ ー（ 以下「 Ｒ ＆Ｉ 」 と いう 。） から

ＡＡ－の信用格付を令和 8 年 6 月 4 日付で取得する予定である。  
 Ｒ ＆Ｉ の信用格付は、 発行体が負う 金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債

務等が約定どおり に履行さ れる確実性（ 信用力） に対するＲ ＆Ｉ の意見である。 Ｒ ＆Ｉ は
信用格付によ って、 個々の債務等の流動性リ スク 、 市場価値リ スク 、 価格変動リ スク 等、
信用リ スク 以外のリ スク について、 何ら 意見を表明するも のではない。 Ｒ ＆Ｉ の信用格付
は、 いかなる意味においても 、 現在・ 過去・ 将来の事実の表明ではない。 また、 Ｒ ＆Ｉ は、
明示・ 黙示を問わず、 提供する信用格付、 又はその他の意見についての正確性、 適時性、
完全性、 商品性、 及び特定目的への適合性その他一切の事項について、 いかなる 保証も し
ていない。  

 Ｒ ＆Ｉ は、 信用格付を行う に際し て用いた情報に対し 、 品質確保の措置を講じているが、
こ れら の情報の正確性等について独自に検証し ているわけではない。 Ｒ ＆Ｉ は、 必要と 判
断し た場合には、 信用格付を変更するこ と がある。 また、 資料・ 情報の不足や、 その他の
状況により 、 信用格付を取り 下げる こ と がある。  

 利息・ 配当の繰り 延べ、 元本の返済猶予、 債務免除等の条項がある債務等の格付は、 その
蓋然性が高まったと Ｒ ＆Ｉ が判断し た場合、 発行体格付又は保険金支払能力と のノ ッ チ差
を拡大するこ と がある。  

 一般に投資にあたって信用格付に過度に依存する こ と が金融システムの混乱を引き 起こ
す要因と なり 得るこ と が知ら れている。  

 本債券の申込期間中に本債券に関し てＲ ＆Ｉ が公表する情報へのリ ンク 先は、 Ｒ ＆Ｉ のホ
ームページ（ https: //www. r-i . co. j p/rat i ng/i ndex. html ） の「 格付アク ショ ン・ コメ ント 」
及び同コーナー右下の「 一覧はこ ちら 」 をク リ ッ ク し て表示さ れるリ ポート 検索画面に掲
載さ れる予定である 。 なお、 システム障害等何らかの事情により 情報を入手する こ と がで
きない可能性がある。 その場合の連絡先は以下のと おり 。  

 Ｒ ＆Ｉ : 電話番号 03-6273-7471 
2 社債、 株式等の振替に関する法律の規定の適用 
 本債券については、 社債、 株式等の振替に関する法律（ 平成 13 年法律第 75 号、 その後の

改正を含む。 以下「 社債等振替法」 と いう 。） の規定の適用を受ける も のと する 。  
3 募集の受託会社 

( 1)  本債券の募集の受託会社（ 以下「 受託会社」 と いう 。 ) は株式会社り そな銀行と する 。 
 ( 2)  受託会社は、 本債券の債権者のために本債券に基づく 支払の弁済を受け、 又は本債券

の債権者の権利の実現を保全する ために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をす
る 権限を有する。  

 ( 3)  受託会社は、 法令、 本債券の発行要項（ 以下「 本要項」 と いう 。） 並びに当公社及び受
託会社と の間の令和 8 年 6 月 4 日締結予定の第25 回大阪府住宅供給公社債券募集委託
契約証書（ 以下「 委託契約」 と いう 。） に定める事務を行う 。  

4 公告の方法 
 ( 1)  当公社は、 本債券に関し 、 本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、 受託

会社が本債券の債権者にこ れを通知する必要がある と 認める事項がある場合は、 こ れ
を公告する。  

 ( 2)  公告は、 法令又は契約に別段の定めがあるも のを除き、 官報、 大阪府公報並びに東京
都及び大阪市で発行する各 1 種以上の新聞紙（ ただし 、 重複するも のがあると き は、
こ れを省略するこ と ができる。） に掲載するこ と により 行う 。  
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摘 要         

5 期限の利益喪失に関する特約 
 当公社は、 次の各場合に該当したと きは、 直ちに本債券の総額について期限の利益を喪失する。 
 ( 1)  当公社が別記「 償還の方法」 欄第 2 項の規定に違背し 、 5 営業日以内にその履行をし

ないと き 。  
 ( 2)  当公社が別記｢利息支払の方法｣欄の規定に違背し、 5 営業日以内にその履行をし ない

と き。  
 ( 3)  当公社が別記「 財務上の特約 担保提供制限」 欄の規定に違背し たと き。  
 ( 4)  当公社が発行する本債券以外の債券について期限の利益を喪失し 、 又は期限が到来し

たにも かかわら ず、 5 営業日以内にその弁済をするこ と ができ ないと き。  
 ( 5)  当公社が債券を除く 借入金債務について期限の利益を喪失し たと き、 若しく は当公社

以外の社債、 債券又はその他の借入金債務に対して当公社が行った保証債務について
履行義務が発生し たにも かかわら ず、 当該債務にかかる契約上定めら れた保証債務を
履行すべき期間の最終日から 5 営業日以内にその履行をするこ と ができないと き。 た
だし 、 当該債務の合計額（ 邦貨換算後） が 30 億円を超えない場合は、 こ の限り でな
い。  

 ( 6)  当公社が、 破産手続開始の申立てをし たと き。  
 ( 7)  当公社が、 破産手続開始の決定を受けたと き。  
 ( 8)  当公社が、 公社法に定める解散事由に該当し たと き。  
 ( 9)  当公社が公社法に定める 業務の全部若し く は重要な一部を休止若し く は廃止し た場

合等本債券の債権者の権利の実現に重大な影響が生じた場合で、 受託会社が本債券の
存続が不適当であると 認め、 当公社にその旨を通知したと き。  

6 期限の利益喪失の公告 
  前項の規定によ り 、 当公社が本債券の期限の利益を喪失し た場合、 受託会社はその旨を本

「 摘要」 欄第 4 項( 2) に定める 方法により 公告する。  
7 本要項及び委託契約の公示方法 
 本要項及び委託契約の謄本は当公社の本社及び受託会社の本店で営業時間中一般の閲覧

に供する。  
8 本要項の変更 
 ( 1)  当公社は、 本債券の債権者に不利益を与えない事項については、 受託会社と 協議のう

え、 本要項を変更するこ と ができる 。  
 ( 2)  本項( 1) に基づき 本要項が変更さ れたと きは、 当公社は本「 摘要」 欄第 4 項 

( 2) に定める方法によ り その内容を公告する 。ただし、当公社と 受託会社が協議のう え
不要と 認めた場合は、 こ の限り でない。  

9 本債券の債権者集会 
( 1)  本債券の債権者集会（ 以下「 債権者集会」 と いう 。） は、 本債券の全部についてするそ

の支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大なる関係を有する 事項につき 決議
をするこ と ができる。  

( 2)  債権者集会は、 当公社又は受託会社が招集するも のと し 、 債権者集会の日の 3 週間前
までに、 債権者集会を招集する旨、 債権者集会の日時及び場所、 債権者集会の目的で
ある 事項及びその他の必要な事項を公告する。  

( 3)  債権者集会は大阪府において行う 。  
( 4)  本債券の総額（ 償還済みの額を除く 。 また、 当公社が有する 本債券の金額はこ れに算

入し ない。） の 10 分の 1 以上に当たる本債券の債権者は、 受託会社に対し 、 会議の目
的である事項及び招集の理由を記載し た書面を提出し て、債権者集会の招集を請求す
るこ と ができる。  

( 5)  本債券の債権者は、 債権者集会において、 その有する本債券の金額（ 償還済みの額を
除く 。） に応じ て、 議決権を有するも のと する。  

( 6)  本項( 5) の規定にかかわら ず、当公社は、その有する本債券については、議決権を有し
ない。  
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摘 要         

( 7)  債権者集会において決議をする 事項を可決するには、 議決権者（ 議決権を行使するこ
と ができる本債券の債権者をいう 。 以下同じ 。） の議決権の総額の 5 分の 1 以上で、
かつ、出席し た議決権者の議決権の総額の 3 分の 2 以上の議決権を有する者の同意が
なければなら ない。  

( 8)  本項( 7) の場合においては、 以下のいずれかに該当する決議をするこ と はで 
きないも のと し 、こ れら に該当する 決議がさ れた場合、かかる決議は効力を有し ない。 

①債権者集会の招集の手続又はその決議の方法が法令又は本要項の定めに違反すると き。  
②決議が不正の方法によ って成立するに至ったと き。  
③決議が著しく 不公正であると き。  
④決議が本債券の債権者の一般の利益に反すると き。  

( 9)  本債券の債権者は、 本人又はその代理人によって、 債権者集会に出席するこ と ができ
る。 当公社は、 その代表者を当該集会に出席さ せ、 又は書面によ り 意見を述べる こ と
ができる。 本人又はその代理人が当該集会に出席し ない本債券の債権者は、 受託会社
が定めると こ ろに従い、 書面によって議決権を行使するこ と ができる。 書面によって
行使し た議決権の額は、 出席し た議決権者の議決権の額に算入する。  

( 10)  債権者集会の決議は、 本債券のすべての債権者に対し 効力を有する も のと  
し 、 その執行は受託会社があたるも のと する。  

( 11)  本項に定めるほか債権者集会に関する 手続は当公社と 受託会社が協議し て 
定め、 本「 摘要」 欄第4 項( 2) に定める方法により 公告する。  

( 12)  本項の手続に要する合理的な費用は、 当公社の負担と する。  
10 受託会社への事業概況等の通知・ 報告義務 
 ( 1)  当公社は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載さ れた書類を受託会社に提出する。 
 ( 2)  受託会社は、 本債券の債権者の利益保護のために必要と 認める場合は、 法 

令、契約又は当公社の内部規則その他の定めに反し ない範囲において、当公社に対し 、
業務、 財産状況を知るために必要な書類の提出を請求するこ と ができる。  

11 元利金の支払 
 本債券の元利金の支払は、 社債等振替法のほか、 別記「 振替機関」 欄に定める振替機関の

社債等に関する業務規程、 社債等に関する 業務規程施行規則及び振替機関が行う 振替に関
する 業務処理の方法に従って行われる。  
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2 債券の引受け及び債券に関する 事務（ 3 年リ テール債）  

 

債

券

の

引

受

け 

引受人の氏名又は名称 住    所 引受金額 引受けの条件 

 
大和証券株式会社 
 
みずほ証券株式会社 
 
野村證券株式会社 

 
東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 
 
東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 
 
東京都中央区日本橋一丁目13 番 1 号 

百万円 
200 

 
150 

 
150 

 
 
 

１  引受人は本債

券の全額につ

き 共同し て 買

取引受を行う 。  

２  本債券の引受

手数料は額面

100 円につき金

20 銭と する。  

計 － 500 － 

債
券
に
関
す
る
事
務 

募集の受託会社の名称 住    所 委託の条件 

株式会社り そな銀行 大阪府大阪市中央区備後町二丁目2番1

号 

本債券の募集の委託手数料に

ついては、 額面 100 円につき

金 0. 9 銭を支払う こ と と す

る 。  
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3 新規発行によ る 手取金の使途 

  

 ( 1)  新規発行による手取金の額 

払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額 

500 百万円 1 百万円 499 百万円 

 

 

 ( 2)  手取金の使途 

 上記の差引手取概算額 499 百万円全額を、 公社が保有する約 2 万 1 千戸の公社賃貸住宅を活用

し たアフォーダブル住宅の安定供給、子育て世帯・ 高齢者など住宅確保要配慮者への居住支援、

団地やニュータウンの再生を通じ た地域活性化等の事業に充当する 予定です。  
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第 2 募集又は売出し に関する 特別記載事項 

本債券に関する留意事項について 

本債券には、 府による 損失補償は付さ れていません。  

本債券を含めて、 当公社が発行する債券は担保付社債信託法の適用対象外であり 、 同法に基づき

担保権の設定をするこ と はできません。  

 

ソ ーシャルボンド と し ての適合性について 

当公社は「 ソ ーシャルボンド 原則 2025( 注 1) 」 ( 以下「 SBP2025」 と いう 。 ) に即し たソ ーシャルボ

ンド ・ フレームワーク ( 以下「 本フレームワ ーク 」 と いう 。 ) を策定し まし た。  

本フレームワーク に対する第三者評価と し て、 株式会社格付投資情報センタ ー( 以下「 Ｒ ＆Ｉ 」 と

いう 。 ) より 、 本フレームワーク に従って実施する資金調達が SBP2025 及び金融庁が定めるソ ーシ

ャルボンド ガイ ド ラ イ ンに適合し ている こ と を表明する セカンド オピニオン( 注 2) を取得し てい

ます。  

( 注 1) 「 ソ ーシャルボンド 原則( Soci al  Bond pri nci pl es) 2025」 と は、 国際資本市場協会( 以下

「 I CMA」 と いう 。) が事務局機能を担う 民間団体であるグリ ーン・ ソ ーシャルボンド 原則

執行委員会(Green Bond Pr i nci pl es and Soci al  Bond Pri nci pl es Execut i ve Commi t tee)

により 策定さ れているソ ーシャルボンド の発行等に係るガイ ド ラ イ ンです。  

( 注 2)「 セカンド オピニオン」 と は、 ソ ーシャルボンド 発行のフレームワーク について I CMAが

策定する SBP2025 と の評価時点における 適合性に対するＲ ＆Ｉ の意見です。  

 

ソ ーシャルボンド ・ フレームワーク について 

当公社は SBP2025 が定める 4 つの要件( 調達資金の使途、 プロ ジェク ト の評価と 選定のプロセス、

調達資金の管理、 レポーティ ング) に適合するフレームワーク を以下のと おり 策定し まし た。  

( 1)  調達資金の使途 

ソ ーシャルボンド で調達さ れた資金は、 地方住宅供給公社法第 21 条に定めら れる 事業の新規

資金又は借り 換え資金に充当さ れます。  

【 主な事業】  

 大項目 小項目 概要 

直轄事業（ 公

社自ら が所有

する 住宅及び

保 有 地 の 管

理・ 運営等）  

賃 貸 住 宅

等事業 

賃貸住宅等管

理事業 

賃貸住宅約 2 万 1 千戸、 公益的施設（ 駐車場・ 店舗等）、

賃貸土地等の管理 

建替等事業 老朽化し た公社賃貸住宅は建て替えによ り 居住水準の向

上を図る と 共に、建て替え等で生み出さ れる 用地の活用を

行う  

耐震化事業 現行の建築基準法が必要と し ている 耐震性能（ 新耐震基

準） に満たない公社賃貸住宅の耐震化に取り 組む 

宅地管理事業等 保有地（ 未利用地） 等の処分、 賃貸資産の管理等（ 分譲事

業から は平成 13 年度以降、 原則撤退。 新たな土地取得は

行っていない）  

受託事業（ 主

に大阪府から

の受託によ る

事業）  

府営住宅計画修繕業務 公営住宅法の管理代行制度によ り 、全ての府営住宅の計画

修繕業務を大阪府から 受託（ 約 12 万戸）  

入居者選定等受託業務 民間が管理する 高齢者向け優良賃貸住宅の入居者選定等

業務を大阪府及び民間管理法人から 受託 
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( 2)  プロジェク ト の評価と 選定のプロセス 

年度ごと の事業計画は、 住生活基本法に定めら れた目標の達成に向けて、 総務企画部によ って

選定、 当公社の経営会議に付議さ れ、 理事会の議決を経た上で、 大阪府知事の承認を経て最終

決定し ます。  

個別のプロジェク ト については、 担当部署によって起案し 、 事務決裁要綱に基づいて決定し ま

す。 なお、 経営会議運営要綱に定める事項については経営会議に付議し ます。  

 

( 3)  調達資金の管理 

調達資金の充当及び管理は、 当公社の総務企画部が実施し ます。 当公社（ 総務企画部） は、 ソ

ーシャ ルボンド で調達し た資金の充当額及び未充当額を半期毎に当公社内部管理システムにて

追跡管理し ます。 なお、 調達さ れた資金は発行から 1 年以内に充当する予定です。  

調達資金の全額が事業に充当さ れるまでの間は、 充当さ れた金額及び未充当の金額等を当公社

ウェブサイ ト 上にて、 年次で開示予定です。 また、 調達資金の全額充当後においても 充当状況

に重要な変化がある場合には、 必要に応じ て同様の方法で開示を行う 予定です。  

調達資金が充当さ れる までの間は、 調達資金は現金又は現金同等物にて管理し ます。  

 

( 4)  レポーティ ング 

資金充当状況レポーティ ング 

当公社は、 調達資金が適格ク ラ イ テリ アに適合するプロジェク ト に全額充当さ れる まで、 資金

の充当状況を年次でウェブサイ ト 上に公表し ます。  

調達資金の充当計画に大幅な変更がある場合は、 必要に応じ て適時に開示し ます。  

開示内容は、 プロ ジェク ト 毎の資金充当額、 調達資金の未充当額及び調達資金毎の充当額全額

のう ち既存の支出と し て充当さ れた金額です。  

なお、 最初のレポーティ ングについては、 ソ ーシャルボンド 発行から 概ね 1 年以内に実施予定

です。  

 

イ ンパク ト ・ レポーティ ング 

当公社は、 当該ソ ーシャルボンド が全額償還さ れるまで、 以下の関連指標を業務報告書等の書

類で開示予定です。  

なお、 最初のレポーティ ングについては、 ソ ーシャルボンド 発行から 概ね 1 年以内に実施予定

です。  
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【 主な事業における KPI 】  

 大項目 小項目 KPI  

直轄事業

（ 公社自

ら が 所有

する 住宅

及び保有

地の管理・

運営等）  

賃 貸 住 宅

等事業 

賃貸住宅等管

理事業 

住宅（ 高齢者向け優良賃貸住宅） 稼働率（ %）  

契約戸数（ 高齢者向け優良賃貸住宅）（ 戸）  

優先申込期間制度（ 高齢者等世帯対象「 1 階住宅優先制度」、

新婚・ 子育て世帯対象「 ゆったり 住宅優先制度」） の募集戸

数（ 戸）、 申込戸数（ 戸）  

グループホームの活用戸数（ 戸）  

あんぜん・ あんし ん賃貸住宅の登録数（ 件）  

住戸改善発注件数（ 件）  

コ ミ ュ ニティ イ ベント 開催実績数（ 件）  

建替等事業 建設戸数（ 戸）  

耐震化事業 住宅の耐震化率（ %）  

受託事業

（ 主に 大

阪府か ら

の 受託に

よ る 事業） 

府営住宅計画修繕業務 計画修繕件数（ 件）  

入居者選定等受託業務 入居者負担額認定事務件数（ 件）  

入居者選定・ 資格審査事務件数（ 件）  
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